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peter.godwin@herbertsmith.comま

でご連絡ください。 
 
配信停止をご希望の場合はこちらを

クリックしてください。 
 
本稿の内容またはその他御社の事

業に係る法的事項につきご質問がご

ざいましたら、お気軽に下記までお問

い合わせください。
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中国は、外国仲裁機関に対して門戸を開放しつつあるのか？ 

以前より、当事務所ではニュースレターにおいて外国仲裁機関に対する中国の厳しい姿勢に

ついて取り上げてまいりました1。事実、これまで中国の裁判所は中国本土が仲裁地であった

場合、中国本土の仲裁機関以外の仲裁機関による判断の認知および執行を行うことに消極

的だったと言えます 2。 

しかし、最近では浙江省の寧波市中級人民法院における事件（以下、「寧波事件」といいま

す）3 における判決により、中国が海外仲裁機関へのアプローチを軟化させているのではない

かとの意見が出始めています。今回のニュースレターでは、この寧波事件が中国における仲

裁の新しい時代の幕開けを意味するのか、あるいは同事件の判決の重要性が過度に強調さ

れているだけなのか、という点について分析いたします。 

外国仲裁機関に対する中国の従来のアプローチ 

従来中国の裁判所は、紛争が国内案件か国際案件であるかにかかわらず、中国を仲裁地と

する仲裁を有効に執り行うことができるのは中国の仲裁委員会（例：CIETAC4 または BAC5）

のみであるという立場をとってきました 6。 

これにより、当事者らが SIAC、HKIAC や ICC7 などのような非中国系仲裁機関を選択した場

合には、仲裁合意および仲裁判断が中国の裁判所によって無効であると判断されるリスクを

負うことになります。 

これにもかかわらず、紛争を中国において海外の仲裁機関によって解決することに合意する

当事者は依然存在しますし、ICC が中国を仲裁地とした仲裁のモデル条項を発行しているこ

とも事実です 8。しかし、実際に中国が外国仲裁機関による仲裁判断の認知・執行を行う用意

があるかについては明らかに議論の余地があります。 

寧波事件 

寧波事件では、中国を仲裁地とした ICC 仲裁案件でスイスの申立人の主張が認められた

後、中国側の被申立人が中国において ICC は有効な仲裁判断を下すことができないとの主

張を理由に仲裁判断の執行に異議申し立てを行いました。また、被申立人は当事者らの真の

意図は紛争を CIETAC に付託することであったとの主張を行いました。 

しかし、寧波市の裁判所は被申立人の仲裁判断の有効性に対する異議申し立てを棄却しまし

た。理由としては、中国法では仲裁合意の有効性に関する異議申し立ては全て最初の仲裁

審問の前に行うよう定められており、今回の事件では被申立人が仲裁手続き期間中に異議

申し立てを怠っているとの判断が示されています。というわけで、同裁判所は、中国を仲裁地

とし、ICC によって執り行われた仲裁の判断であったにも拘わらず、これを支持し、執行したと

いう結果となりました。 

 
 
 
1 例： 「中国における仲裁条項の有効性の問題」、ハーバート・スミス紛争解決ニュースレター第 46 号（2006 年 6 月、こちらのリンク 

  をご参照下さい）。尚、同ニュースレターにおける中国とは中国本土（台湾、香港およびマカオを除く）を意味することにご留意下さ  

   い。 
2 「仲裁地」とは仲裁の法律・手続き上の本拠地です。仲裁にかかわる手続きの多くは仲裁地の国の法律が適用され、当事者が適 

   用の除外に合意したにもかかわらず、かかる法律が適用となる場合もあります。 
3 DUFERCO S.A. v. Ningbo Arts & Crafts Import & Export Co., Ltd.、寧波市中級人民法院（2009 年 4 月 22 日） 
4 中国国際経済貿易仲裁委員会（The China International Economic and Trade Arbitration Commission.） 
5 北京仲裁委員会（The Beijing Arbitration Commission） 
6 さらに、中国を仲裁地とする｢アド・ホック｣仲裁 （仲裁機関によって執り行われるのではなく、当事者らと仲裁廷によって決定行わ 

  れる仲裁）は中国法では有効ではありません。 
7 シンガポール国際仲裁センター（The Singapore International Arbitration Centre）、香港国際仲裁センター（The Hong  
   Kong International Arbitration Centre） 国際商業会議所国際仲裁裁判所（The International Court of Arbitration of the  
   International Chamber of Commerce） 
8 http://www.iccwbo.org/court/arbitration/id4090/index.html 

http://www.herbertsmith.com/NR/rdonlyres/AF227B3E-D2E7-4B1B-92E0-77751985707E/2182/Newsletter46EJune2006.pdf
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1 Global Engineering v Satyam Computer Services Limited (2008 4 SCC 190) 
1 Max India Limited v General Binding Corporation (FAO(0S) 193/2009) 
 

過去 12 ヶ月のバックナンバー 
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判例法に基づく訴訟で用いられる裁判

費用負担に関するテクニック 
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金融危機における詐欺行為対策 
 
2009 年 6 月 

サウジアラビアの法制度について 
 
2009 年 7 月 
国際物品売買契約に関する国際連合

条約(CISG)：パート II 
 
2009 年 8 月 
国際物品売買契約に関する国際連合

条約(CISG)：パート III 
 
2009 年 9 月 
「重大な契約違反」による契約の解

除： アップデート 
 
2009 年 10 月 
インドにおける仲裁の動向―新時代

の幕開けか 
 
2009 年 11 月 
免責条項パートⅠ：契約作成のヒント 
 
2009 年 12 月 
免責条項パート II: 最近の動向 
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誠実交渉義務に関する直近の動向 
 
2010 年 2 月 
エネルギー憲章条約を取りまく直近の

動向 
 
2010 年 3 月 
日本における循環取引 

 

 

 

 

本稿は法的助言を構成するものではな

く、またそのような目的でこれに依拠す

べきではありません。具体的な事案につ

きましては、必ず個別にご相談ください。 

ハーバート・スミス、グライス・ルッツとシ

ュティッペはそれぞれ独立した法律事務

所として、正式な提携関係を結んでおり

ます。 
 
〒107-6241 
東京都港区赤坂 9-7-1 
 ミッドタウンタワー41 階 
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寧波事件の影響 

さて、寧波事件の判決は、中国の裁判所が今後中国で海外の仲裁機関によって行われた仲

裁の有効性を認めるようになることを示唆するのでしょうか？  

現在中国の仲裁弁護士の間で優勢な意見は、「まだその段階には到っていない」というもので

す。寧波市の裁判所の判決はあくまで手続き上の観点（被申立人が仲裁の有効性に対する

異議申し立てを仲裁手続き中に行わなかったこと）に基づいて下されたものであり、ICC が中

国において行った仲裁が有効であるかという点についての判断は示されていません。実際の

ところ、同裁判所は当初仲裁合意が無効であることを理由に仲裁判断の執行を認めない考え

でいたようですが、申し立ての棄却を決定したことにより、制度上この事件は浙江省高級人民

法院に付託されることとなり、同高級人民法院が上記のような手続き上の理由により仲裁判

断が執行されるべきとの判断を下したため、中級裁判所である同裁判所は、これに従った判

決を下さざるを得なかったというのがその真相のようです。 

寧波事件の判決は以前 Zueblin 事件 9 において下された判決と対照的であると言えます。

Zueblin 事件においては、「ICC 仲裁規則」に基づいた仲裁を定めた仲裁合意の有効性が被

申立人によって争われ、被申立人の主張が認められました。中級法院は判決の理由として、

問題となった仲裁合意には仲裁委員会に関する記載が十分に明確な形で行われていなかっ

たとの判断を示し、同判決は後に最高人民法院の支持を得ました。中国を仲裁地とする ICC

仲裁のモデル条項における記載が ICC 本体ではなく、「国際仲裁裁判所」と表示されている

のはこのような経緯によるものです。しかし多くの評論家は、Zueblin 事件の判決は、中国に

おいて ICC およびその他の外国仲裁機関による仲裁判断が中国の裁判所によって執行され

ないこと（少なくともそのリスクが非常に高いということ）の証明であるとの見方をしています。 

現状において、上記 ICC モデル条項の採用や、中国を仲裁地とした外国仲裁機関による仲

裁を定めた一切の条項の起草は大きなリスクであると言えるでしょう。寧波事件における判決

は、このようなリスクに大きな影響を与えるものではありません。 

実務上の助言・結論 

中国を仲裁地とする仲裁合意が有効であることおよび仲裁判断が執行可能であることに対す

る疑いの余地をなくすために、当面の間は下記の対策を取ることが推奨されます。 

1. 当事者らが仲裁地を中国とすることを希望する場合には、仲裁合意に仲裁が中国本

土の仲裁委員会（例：CIETAC または BAC）によって執り行われる旨記載されている

ことを確認する。  

2. 当事者らが中国本土で仲裁審問を行うことを希望するものの、中国本土の仲裁委員

会を利用したくない場合には、仲裁合意に非常に明確に仲裁地は中国本土以外

（例：香港またはシンガポール）であり、審問が中国本土（できれば市を特定）で行わ

れる旨の表示を行う 10。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Zueblin International GmbH v Wuxi Woco-Tongyong Rubber Engineering Corporation、無錫市地方人民法院（2003 年 4 月  

   29 日）および無錫市中級人民法院（2006 年 7 月 19 日）。 
10 但し、当事者らが中国本土以外の仲裁地を選択することに関しては、法的・手続き上の制限が加わる可能性があることにご留意 

   下さい。詳細については、当事務所発行の ガイドブックDispute Resolution and Governing Law in China-related Commercial  
   Contracts （こちらのリンクをご参照下さい）にて解説させていただいております。 

http://www.herbertsmith.com/NR/rdonlyres/E78FBE6B-F63A-4953-823D-9D61C1472958/0/DisputeresolutionandgoverninglawinChinarelatedcommercialcontractsfinal5210.PDF

